
              

 

家事労働者の適切な仕事に関する条約 

（第１８９号条約） 

 

 

１ 採択年と批准国数 

  本条約は、２０１１年のＩＬＯ（国際労働機関）第１００回総会で採

択された。２０１８年４月現在の批准国数は２５ヵ国である。 

 ※批准国 アルゼンチン、ベルギー、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、

ドミニカ共和国、エクアドル、フィンランド、ドイツ、ギニア、ガイアナ、アイルランド、

イタリア、ジャマイカ、モーリシャス、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、フィリピン、

ポルトガル、南アフリカ、スイス、ウルグアイ 

（Ｇ７諸国の批准状況：米×、英×、日×、仏×、独○、加×、伊○） 

 

２ 条約の概要 

  労働・社会保障法の適用対象外になることが多い家事労働者を労働者

と認定し、家事労働者の人権の保護、雇用条件、安全かつ健康的な作業

環境の確保に係る政府の関与等について規定したものである。 
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